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生活保護問題対策全国会議

当会「生活保護問題対策全国会議」は、すべての人の健康で文化的な生活を保障

するため、貧困の実態を明らかにし、福祉事務所の窓口規制を始めとする生活保護

制度の違法な運用を是正するとともに、生活保護費の削減を至上命題とした制度の

改悪を許さず、生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを

目的として活動しています。

【当会設立の趣旨】

―日本中で蔓延している生活保護制度の違法・不当な運用―

今、日本において、貧困と格差が急速に広がっています。

そのような時代だからこそ、生活保護制度は、憲法２５条１項に規定された「健

康で文化的な最低限度の生活」を保障するための最後セーフティネットとして重大

な意義を持ち、また、有効に活用されなければなりません。

しかし、生活保護制度は、その違法・不当な運用が全国的に横行しているため、

最後のセーフティネットとしての本来の機能を果たせていません。例えば、生活困

窮者が福祉事務所の窓口を訪れても、生活保護の申請すら受け付けずに追い返して

しまう窓口規制が行われています。また、生活保護を利用している人々には、理不

尽な就労指導など、人としての尊厳を踏みにじるような厳しい締め付けが行われ、

そのような指導に従わなかったことを理由に生活保護を打ち切られることもありま

す。

―生活保護制度の改悪―

国は、財政難を口実に、生活保護費の削減を至上命題とした生活保護制度の改悪

を押し進めています。具体的には、老齢加算の廃止、母子加算の段階的廃止、リバ

ースモゲージの導入、生活扶助基準の削減などの最低生活基準の切り下げ政策を相

次いで打ち出しています。このような最低生活基準の切り下げは、憲法２５条１項

で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害し、また、急速に拡大して

いる貧困と格差を追認・固定化するものであり、決して許されません。



―生活保護問題と多重債務問題の関連性―

生活保護制度における最低生活費以下の生活を強いられている生活困窮者の中に

は、多重債務を負っている人も少なくありません。そして、背景に貧困問題を抱え

た多重債務者が、人としての尊厳ある生活を取り戻すためには、自己破産等による

多重債務問題の解決だけではなく、生活保護制度などの社会保障制度を適切に活用

し、安定した生活を確保することが不可欠です。その意味で、多重債務問題に取り

組んできた人々が、生活保護問題にも取り組むことは大きな意義を持つのです。

【当会の活動】

当会は、以上の問題意識に立ち、全力を挙げて下記の活動に取り組みます。

① 貧困の実態に関する調査及び研究

② 生活保護制度に関する法令・判例・理論・実務の調査及び研究

③ 生活保護の申請・審査請求・裁判に関する実務経験の交流

④ シンポジウム、研究会、集会の開催

⑤ 弁護士会、司法書士会、民間支援団体等、貧困問題に取り組む諸団体との連携

・交流

⑥ 宣伝及び国・地方自治体に対する諸要請活動

⑦ 書籍の執筆・出版

⑧ 生活困窮者間のネットワーク作りの支援

随時入会者を募集していますので、入会を希望される方は、年会費（弁護士・司

法書士・団体会員５０００円、一般個人会員２０００円、当事者（あるいはそれに

準じる）会員１０００円）を振り込み、入会申込書を事務局宛にファックスで送信

してください。
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設 立 趣 意 書

１ 今、日本において、貧困と格差が急速に広がっています。

そのような時代だからこそ、生活保護制度は、憲法２５条１項に規定された「健康で文化的な最低

限度の生活」を保障するための最後セーフティネットとして重大な意義を持ち、また、有効に活用され

なければなりません。

しかし、生活保護制度は、その違法・不当な運用が全国的に横行しているため、最後のセーフティ

ネットとしての本来の機能を果たせていません。例えば、生活困窮者が福祉事務所の窓口を訪れても、

生活保護の申請すら受け付けずに追い返してしまう窓口規制が行われています。また、生活保護を利用

している人々には、理不尽な就労指導など、人としての尊厳を踏みにじるような厳しい締め付けが行わ

れ、そのような指導に従わなかったことを理由に生活保護を打ち切られることもあります。

このような生活保護制度の違法・不当な運用により、生活保護制度を利用できなかった生活困窮者

は、生命の維持すら脅かされることになります。実際に、生活保護制度の利用を拒否された生活困窮者

の餓死事件や自殺事件の報道は後を絶ちません。生活保護問題は人の命に直結する人権課題なのです。

それだけでなく、国は、財政難を口実に、生活保護費の削減を至上命題とした生活保護制度の改悪を

押し進めています。具体的には、老齢加算の廃止、母子加算の段階的廃止、リバースモゲージの導入、

生活扶助基準の削減などの最低生活基準の切り下げ政策を相次いで打ち出しています。このような最低

生活基準の切り下げは、憲法２５条１項で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害し、ま

た、急速に拡大している貧困と格差を追認・固定化するものであり、決して許されません。

２ また、生活保護制度における最低生活費以下の生活を強いられている生活困窮者の中には、多重債

務を負っている人も少なくありません。そして、背景に貧困問題を抱えた多重債務者が、人としての尊

厳ある生活を取り戻すためには、自己破産等による多重債務問題の解決だけではなく、生活保護制度な

どの社会保障制度を適切に活用し、安定した生活を確保することが不可欠です。その意味で、多重債務

問題に取り組んできた人々が、生活保護問題にも取り組むことは大きな意義を持つのです。

３ 本会は、すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、貧困の実態を明らかにし、生活保護制

度の違法・不当な運用を改善するとともに、生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を防ぎ、生

活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを目 的 と し 、

① 貧困の実態に関する調査及び研究
② 生活保護制度に関する法令・判例・理論・実務の調査及び研究
③ 生活保護の申請・審査請求・裁判に関する実務経験の交流
④ シンポジウム、研究会、集会の開催
⑤ 弁護士会、司法書士会、民間支援団体等、貧困問題に取り組む諸団体との連携・交流
⑥ 宣伝及び国・地方自治体に対する諸要請活動
⑦ 書籍の執筆・出版
⑧ 生活困窮者間のネットワーク作りの支援

などの諸活動に全力をあげて取り組むことを設立の趣意とします。



入会申込書

「生活保護問題対策全国会議」に年会費（弁護士・司法書士・団体会員５０００

円、一般個人会員２０００円、当事者会員１０００円）を振り込み、入会の申し込

みをします。

平成 年 月 日

氏 名

住 所 〒

電 話

ＦＡＸ

ｅ－ｍａｉｌ
※なお、当会のメーリングリストは深夜早朝にメールが入ることや、添付ファイルつきメールが送られる

ことが少なくありません。登録アドレスは、なるべく携帯電話でなくパソコンのアドレスを記載されることをお
勧めいたします。

□ 弁 護 士 会 員

□ 司法書士会員

□ 一般個人会員（ご職業・所属団体等 ）

□ 当事者会員（生活保護利用当事者・それに準じる生活困窮者）

□ 団 体 会 員

・生活保護問題対策全国会議のメーリングリストへの登録に

□ 同意する □ 同意しない □ 登録済み

通信欄

（申込書送信先）ＦＡＸ ０６－６３６３－３３２０

（生活保護問題対策全国会議事務局 小久保哲郎）

（入会金振込先）りそな銀行 柏原支店

普通預金 ００９６２６８ 生活保護問題対策全国会議


